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答   申  

  

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）に基づく保護申請却下処分に係る審査請求について、

審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、〇〇市福祉事務所長（以下「処分庁」と

いう。）が、令和３年８月３日付けの保護申請却下通知書（以下「本

件処分通知書」という。）により請求人に対して行った保護申請却

下処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求め

るというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、次のことから、本件処分の違法性又は不当性を主張し、

本件処分の取消しを求めている。  

(1) 本件処分は、当時の居住地に生活状況の確認をしに訪問をした

上で一度支給決定をし、その決定と矛盾して、却下決定をしてい

るが、その理由の記載がなく、貸与品で需要をまかなえていると

いうのは事実誤認であるので、違法・不当である。  

(2) １４日を超える場合は審査に時間を要した特段の理由が法律

上必要であるが、審査に時間を要したためでは理由になっていな

い。  

 



- 2 - 

 

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規

定を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和  ４年  ２月  ３日  諮問  

令和  ４年  ３月２２日  審議（第６５回第２部会）  

令和  ４年  ５月２７日  審議（第６６回第２部会）  

令和  ４年  ６月１７日  審議（第６７回第２部会）  

令和  ４年  ６月２３日  処分庁へ調査照会  

令和  ４年  ７月１１日  処分庁から回答を収受  

令和  ４年  ７月２９日  審議（第６８回第２部会）  

令和  ４年  ８月２６日  審議（第６９回第２部会）  

令和  ４年  ９月３０日  審議（第７０回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

(1) 保護の補足性・基準・種類  

法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利用

し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の

維持のために活用することを要件として行われるとされ、法８条

１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定し

た要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で

満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとす
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るとされている。  

法１１条１項は、保護の種類として、１号に生活扶助を掲げ、

法１２条は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできな

い者に対して、生活扶助を行うことを定めるとともに、生活扶助

の範囲に「衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの」

（１号）を規定している。  

(2) 申請による保護の変更  

ア  法２４条９項が準用する同条１項は（以下、 (2)において、

準用する旨の記述を省略する。）、保護の変更を申請する者は、

厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の氏名及び住所

又は居所、保護を受けようとする理由等を記載した申請書を保

護の実施機関に提出しなければならないとしている。また、同

条２項は、同条１項の申請書には、要保護者の保護の要否、種

類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働

省令で定める書類を添付しなければならないとしている。  

イ  同条３項は、保護の実施機関は、保護の変更の申請があった

ときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に

対して書面をもって、これを通知しなければならないとし、同

条４項は、その書面には、決定の理由を付さなければならない

としている。  

ウ  同条５項は、同条３項の通知は、申請のあった日から１４日

以内にしなければならないとしている。ただし、扶養義務者の

資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な

理由がある場合には、これを３０日まで延ばすことができると

している。また、同条６項は、保護の実施機関は、申請のあっ

た日から１４日以内に同条３項（上記イ）の通知をしなかった

ときは、同項の書面にその理由を明示しなければならないとし

ている。  

(3) 職権による保護の変更  
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法２５条２項及び同項が準用する２４条４項は、保護の実施機

関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要と

すると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、

決定の理由を付した書面をもって、これを被保護者に通知しなけ

ればならないとしている。  

(4) 経常的最低生活費  

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４

月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通

知」という。）第７・１は、経常的生活費は、要保護者の衣食等

月々の経常的な最低生活需要のすべてを満たすための費用とし

て認定するものであり、したがって、被保護者は、経常的最低生

活費の範囲内において、通常予測される生活需要はすべてまかな

うべきものであることとしている。  

(5) 臨時的最低生活費（一時扶助費）  

次官通知第７・２は、臨時的最低生活費（一時扶助費）は、特

別の需要（新たに保護開始する際等に最低生活の基盤となる物資

を欠いている場合の特別需要等）のある者について、最低生活に

必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合であって、それ

らの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合に限

り、別に定めるところにより、臨時的に認定するものであること

としている。なお、被服費等の日常の諸経費は、本来経常的最低

生活費の範囲内で、被保護者が計画的に順次更新していくべきも

のであるから、一時扶助の認定にあたっては十分留意することと

している。  

(6) 被服費（布団類）  

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４

月１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」

という。）第７・２・ (5)は、被保護者が、同・アの (ア )から (カ )

までのいずれかに該当する場合であって、次官通知第７（上記 (4)）
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に定めるところによって判断したうえ、必要と認めるときは、そ

れぞれに定める額の範囲内において特別基準の設定があったも

のとして被服費を計上して差し支えないとしている（ただし、同・

ア・ (ア )から (ウ )までについては、現物給付を原則とする。）。  

そして、同・ア・ (ア )は、①保護開始時、②長期入院・入所後

退院・退所した場合、③犯罪等により被害を受け、又は同一世帯

に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るた

めに新たに借家等に転居する場合のいずれかに該当する場合に

おいて、現に使用する布団類が全くないか又は全く使用に耐えな

くなり、代替のものがない場合、１３，４００円以内（再生によ

ることができる場合）又は１９，５００円以内（新規に購入を必

要とする場合）を計上して差し支えないとしている。  

(7) 家具什器費（冷暖房器具以外）  

局長通知第７・２・ (6)・アは、被保護世帯が、同・ (ア )から

(オ )までのいずれかの場合に該当し、次官通知第７（上記 (4)）

に定めるところによって判断した結果、炊事用具、食器等の家具

什器を必要とする状態にあると認められるときは、３０，０００

円の範囲内において特別基準の設定があったものとして家具什

器（暖房器具及び冷房器具を除く。）を支給して差し支えないと

している。なお、真にやむを得ない事情により、この額により難

いと認められるときは、４７，８００円の範囲内において、特別

基準の設定があったものとして家具什器（暖房器具及び冷房器具

を除く。）を支給して差し支えないとする。  

また、「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日厚生

労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）

問７－４３は、前述の「真にやむを得ない事情」とは、例えば、

災害にあい家具の大部分を失った場合や、長期間入院していた単

身者が、退院して新たに自活するに際し全く家具什器を所持して

いない場合などが考えられるとしている。  
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そして、問答集問７－４５は、保護開始時等において、冷蔵庫、

電子レンジ等の保護受給中に保有が容認される物品を保有して

いない場合、日常生活に必要な物品は、本来経常的な生活費の範

囲内で、計画的に購入すべきとしている。冷蔵庫、電子レンジ等

の保護受給中に保有が容認される物品を保護開始時に保有して

いなければ、一時扶助の支給基準である「最低生活に必要な物品

を欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給し

なければならない緊急やむを得ない場合」に該当するか否かを

個々の世帯の状況に応じて判断し、その結果、必要性及び緊急性

が認められる場合には家具什器費を認定して差し支えないとす

る。なお、必要性及び緊急性が認められない場合には経常的な生

活費の中から順次購入していけば足りるものであり、家具什器費

を認定することは適当でないとする。  

(8) 家具什器費（冷暖房器具）  

局長通知第７・２・ (6)・イは、被保護世帯が、同・アの (ア )

から (オ )までのいずれかの場合に該当した場合であって、それ以

降、初めて到来する冬季加算が認定される月において、最低生活

に直接必要な暖房器具の持ち合わせがないときは、暖房器具の購

入に要する費用について、２０，０００円の範囲内において、特

別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支え

ないとしている。  

局長通知第７・２・ (6)・ウは、被保護世帯が、同・アの (ア )

から (オ )までのいずれかの場合に該当し、当該被保護世帯に属す

る被保護者に熱中症予防が特に必要とされるものがいる場合で

あって、それ以降、初めて到来する熱中症予防が必要となる時期

を迎えるに当たり、最低生活に直接必要な冷房器具の持ち合わせ

がなく、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、冷房器具

の購入に要する費用について、５１，０００円の範囲内において、

特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支
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えないとしている。  

(9) 家具什器費（設置費）  

局長通知第７・２・ (6)・エは、家具什器の購入に際して設置

費用が別途必要な場合であって、真にやむを得ないと実施機関が

認めたときは、同・アからウまでとは別に特別基準の設定があっ

たものとして、当該家具什器の設置に必要な最小限度の額を設定

して差し支えないとしている。  

(10) 次官通知、局長通知及び問答集の位置づけ  

次官通知及び局長通知は、いずれも地方自治法２４５条の９第

１項及び３項の規定に基づく法の処理基準である。また、問答集

は、法に定める事務を地方公共団体が執行するに当たっての解釈

運用指針として合理的なものであると認められる。  

２  本件処分についての検討  

これを本件処分についてみると、次の各事実が認められる。  

(1) 布団類、家具什器については、新たに保護開始する際等に最低

生活の基盤となる物資を欠いていると認められる場合であって、

それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合

に限り、臨時的に認定するものであることとされており（１・(5)）、

その前提の下、布団類は、保護開始時に、現に使用する布団類が

全くないか又は全く使用に耐えなくなり代替のものがない場合

（１・(6)）、家具什器は、炊事用具、食器等の家具什器を必要と

する状態にあると認められる場合（１・(7)）、支給して差し支え

ない。  

(2) 処分庁は、いったんは、本件申請の本件各見積書のうち計５８，

３００円（見積書２：４７，３００円及び見積書３：１１，００

０円）について、一時扶助することを決定した（前回処分）。  

(3) しかし、処分庁は、保護開始に当たっての請求人宅への訪問の

際、請求人には、布団が貸し出され、共用部分には家事等に必要

な家具も揃っていることを確認していたことから、本来は、一時
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扶助費を支給すべきではなかったとの結論に至った。それを受け

て、担当職員が、請求人に対して、本件申請は却下になる旨を伝

えた上で（同）、同年８月６日、処分庁は、前回処分を見直すこ

ととし、本件申請を却下した（本件処分）。  

これらの経緯に照らすと、処分庁が、本件申請を「家具什器費及

び布団代は支給できないため。また、貸出品を利用することにより、

需要がまかなえているため」として却下したことは、法令等の適正

な適用に基づくものであるといえ（１・ (4)ないし (9)）、本件処分

に違法又は不当な点は認められない。  

なお、以上のとおり、本件処分にはこれを取り消すべき理由がな

いが、他方、前回処分はこれと相反する内容であるにもかかわらず、

未だ取り消されていないので（当審査会が処分庁に対して行った行

政不服審査法７４条の規定に基づく調査では、処分庁は「前回処分

の取消しを行っていない」と回答している。）、依然その効力は維持

されている。つまり、現状では、本件申請に対する内容の相反する

二つの処分が併存していることになる。この点、処分庁は、同調査

に対し、「前回処分を行った後に、本件処分を行うことに変更した。

本件処分への変更は、前回処分の保護費支給前であったため、前回

処分を本件処分に変更し、保護申請却下通知書を交付することで、

前回処分が取消しとなった意図は伝わるものと判断していた。また、

請求人から保護申請却下通知書を早急に交付するよう要求があっ

たこともあり、本件処分となった。」と回答している。しかし、本

件処分によって、当然に前回処分が変更されることはなく、本件処

分を行うためには、前回処分を取り消す決定を行い、これを書面に

より請求人に通知する必要があった（１・(3)）。この点で、処分庁

には手続上の重大な過誤があるというべきであるが、本件審査請求

は本件処分に対するものであって、審査庁の裁決をもって前回処分

にかかる過誤を補正できる関係にはないので、本答申では、過誤の

存在を指摘するにとどめる。  
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３  請求人の主張についての検討  

(1) 請求人は、上記第３のとおり、本件処分は、一度した決定（前

回処分）と矛盾して、却下決定をしているが、その理由の記載が

ないため、また、貸与品で需要をまかなえているというのは事実

誤認であるため、違法又は不当であると主張する。  

しかし、本件審査請求は本件処分に対するものであって、審査

庁の裁決をもって前回処分にかかる過誤を補正できる関係には

ないことは、上記２のとおりである。  

また、本件処分通知書には、「〇〇の物件においては、家具什

器費及び布団代は支給できないため、また、貸出品を利用するこ

とにより、需要がまかなえているため。」という理由が付されて

いることから、理由の記載がないとする請求人の主張は当たらな

い。  

さらに、布団類や家具什器に係る臨時的最低生活費は、最低生

活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合であって、

それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合

に限り、臨時的に認定するものであり（１・ (5)）、通常は経常的

最低生活費の範囲内で計画的に購入すべきものであること（同）

を踏まえ、処分庁は、請求人宅への訪問の際に、請求人に特段そ

のような事情があったとは確認できなかったとして本件処分を

行っているのであるから、貸与品で需要をまかなえているという

のは事実誤認であるという請求人の主張は当たらない。  

(2) 請求人は、本件申請から本件処分までの日数が１４日を超える

場合は審査に時間を要した特段の理由が法律上必要であるが、審

査に時間を要したためでは理由になっていないと主張する。  

しかし、保護の変更の申請に対する決定の通知は、扶養義務者

の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な

理由がある場合には、これを３０日まで延ばすことができるが、

申請のあった日から１４日以内に当該通知をしなかったときは、
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当該通知の書面にその理由を明示しなければならないとされて

いるところ（１・(2)・ウ）、処分庁は、本件申請のあった日から

１４日以内に本件処分をしなかったことにつき、「審査に時間を

要したため。」という理由を付しているのであるから、請求人の

主張は当たらない。  

仮に、請求人が主張するように、当該理由が理由として不十分

であったとしても、法２４条５項の趣旨が、「漏救、濫救に亘ら

ぬよう適正な保護を実施するための調査を可能な限り敏速、的確

に行い１４日以内に早急に決定通知書を到達することに努め」る

ことにあることからすれば（小山進次郎『改訂増補生活保護法の

解釈と運用（復刻版）』社会福祉法人全国社会福祉協議会、昭和

６０年、４０２頁参照）、その理由（同条６項）が不十分であっ

たとしても、そのことから直ちに当該処分が違法になるとまでは

解されない。  

したがって、請求人の主張には理由がない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

後藤眞理子、山口卓男、山本未来  

 


